
川崎市精神障害者地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）通所者交通費補助

要綱

（直近改正 ２４川健精保第７０７号平成２５年１月３０日付局長決裁）

 （目的）

第１条 この要綱は、地域活動支援センターＢ・Ｃ・Ｄ型運営事業補助金交付

要綱に基づき補助金の交付を受けている地域活動支援センターのうち主たる

対象者を精神障害者としているもの（以下、「センター」という。）に通所す

る者に対し交通費を支給することにより、通所者の経済的負担を軽減し、社

会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

 （対象者及び補助者）

第２条 この要綱による補助の対象となる者は、市内に住所を有し、センタ

ーに通所するため、交通費を支弁しなければならない者（以下「対象者」

という。）とする。

２ 対象者が通所するセンターの運営法人の長に対して補助を行う。

 （補助額）

第３条 補助額は、予算の範囲内において健康福祉局長が定めた額とする。

 （申請）

第４条 対象者は、運営法人の長に対し通所経路及び通所方法を届出て承認

を受けるものとする。

 （補助金の請求手続）

第５条 運営法人の長は、補助金の交付を受けるときは、川崎市精神障害者

地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）通所者交通費補助金交付申請書（第

１号様式）により、市長に提出しなければならない。

 （交付）

第６条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、そ

の内容について審査し、適正であると認めたときは、運営法人の長に対し

当該補助金を交付するものとする。

２ 交付を受けた運営法人の長は、対象者に対し、当該補助金を適正な方法

で支給するものとする。



（通所状況報告）

第７条 運営法人の長は、当該年度が終了した日から３０日以内に通所状況

及び、交通費の支給状況について市長に報告しなければならない。

２ 報告すべき事項については、健康福祉局長が別に定めるところによる。

 （変更届出事項）

第８条 対象者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに通所（変更）

届を運営法人の長に提出しなければならない。

 （１）氏名、住所の変更

 （２）通所経路、方法等の変更

 （３）その他承認内容に変更を生じたとき

 （返還）

第９条 市長は、運営法人の長が偽りその他不正な手段により交通費の補助

を受けたときは、その全部又は、一部を返還させることができるものとす

る。

 （帳簿の整備）

第 10条 運営法人の長は、交通費の支給状況を明らかにするため、交通費支
給台帳を整備しておくものとする。

 （調査）

第 11条 市長は、必要があると認めたときは、運営法人の長の事務処理状況
等について、関係書類の提出及び報告を求め、内容を調査することができ

るものとする。

 （委任）

第 12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定め
る。

 附 則

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成２年４月１日から施行する。

 附 則



この改正要綱は、平成３年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成７年３月１日から施行する

 附 則

この改正要綱は、平成７年４月２４日から施行し、平成７年４月１日から適

用する。

 附 則

この改正要綱は、平成８年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成９年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１０年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

 附 則

この改正要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成２５年４月１日から施行する。



川崎市精神障害者地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）通所者交通費補助

要綱に定める補助額の基準について

川崎市精神障害者地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）通所者交通費補助

要綱第３条に基づき、健康福祉局長が定める補助額について、別表のとおり

定める。

  別表

通所に要する交通費（月額） 補助基準額

８，５５０円以上 ８，５５０円（鉄道会社運賃のみ）

８，５５０円未満
通所に要する交通費実費

（鉄道会社運賃のみ）


